
 

指示事項 

 

Ⅰ.価格転嫁・取引適正化 

１．各事業所管省庁から業界団体への要請 

⚫ これまでに要請した事項の取組状況をフォローアップすること。特

に、価格転嫁を阻害する商習慣として取り組むべき課題を洗い出し、

その対応を含め、自主行動計画に反映すること。 

⚫ 自主行動計画について、取適法・振興法を踏まえた改定が未実施な場

合には、速やかに改定するとともに、パートナーシップ構築宣言を行

う旨盛り込むこと。 

⚫ 特に、価格転嫁の状況が芳しくない、トラック運送、通信、広告、農

業・林業、廃棄物処理、放送コンテンツ等においては、転嫁状況の改

善に向けて、強力に指導すること。 

⚫ 警備、ビルメンテナンス、広告等の間接経費についても、契約の適正

化を進め、価格転嫁の対象とすることを検討すること。 

⚫ 改正された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を

周知徹底すること。 

 

２．各事業所管省庁における取組  

⚫ 来年 1月 1日に施行される中小受託取引適正化法（取適法）及び受託

中小企業振興法（振興法）について、引き続き所管業界へ周知徹底を

行うとともに、省庁間連携による執行強化のため必要な体制を整備す

ること。 

⚫ 米国関税や経済動向の変化に伴い、サプライチェーン全体での取引適

正化の取組が阻害されることがないよう、所管業界の取引実態を注視

すること。 

⚫ 取適法の勧告を受けた事業者に対する、補助金交付や入札参加資格停

止措置の検討を引き続き進めること。 

 

 

 

（別紙） 



Ⅱ.官公需における価格転嫁・取引適正化 

⚫ ビルメンテナンス・庁舎清掃・警備契約における総合評価落札方式の

適用拡大、低入札価格調査基準の見直し、期中改定等の徹底、本府省

庁等から地方支分部局等への支援など、各府省庁等の契約における適

切な価格転嫁の推進に向けた申合せを踏まえ、実施を徹底するととも

に、総務省を通じて、地方公共団体での取組の徹底を図ること。 

⚫ 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について、事業所管省庁に

おいて主要な業種の価格基準を今年度内に策定するともに、基準を見

直すことを含め、各制度の趣旨に則った対応を徹底すること。 

⚫ 総務省及び内閣府におかれては、重点支援地方交付金を活用し地方公

共団体の公共調達における労務費を含めた価格転嫁の円滑化に対応す

るため、推奨メニューや先行事例の紹介など取組を支援すること。 

⚫ 中小企業庁におかれては、これまでも中心的に取り組んできた内閣官

房・財務省・総務省と連携し、目標年度や定量的な目標を含む官公需

における価格転嫁を徹底するための対応策について検討し、来春を目

途に進捗を報告すること。 

⚫ 各省庁の政務・幹部が地方自治体の首長・幹部と面会等する機会を捉

え、官公需における価格転嫁・取引適正化を要請すること。 

 

Ⅲ.省力化投資 

⚫ 警察庁におかれては、警備業の省力化投資促進プランを着実に実行す

ること。 

⚫ 関係省庁におかれては、これまでに策定した省力化投資促進プランの

実行を進め、その取組を次回 WGで報告すること。 

⚫ 関係省庁におかれては、令和 8年度から各都道府県のよろず支援拠点

内に設置される「生産性向上支援センタ－」の体制整備や周知広報に

協力すること。 

 

 

これらの取組状況については、継続的にフォローアップを行い、各省庁

から報告すること。 

以上 


